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当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュース

や当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいて

おります。当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届け

できればと思っております。
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問合せ 八戸シティ法律事務所 代表弁護士 木村哲也

話番号 ０１２０－１４６－１１１ FAX０１７８－３８－９２３０ http://hachiben.jp/
031-0031 青森県八戸市番町３ ＮＣビル６階

付時間：午前９時～午後５時 ※土曜・日曜・祝日 応相談

将来の相続争いを予防し、安心して老後を送るためには、遺言書をのこしておくことが

非常に大切です。今回は、よく利用される「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」という２種

類の遺言について、ご紹介させていただきます。是非参考になさっていただき、遺言をの

こすことを検討される際の一助になれば幸いです。

１ 自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言をのこす方が遺言の全文、日付および氏名を自筆し、押印す

ることで作成する遺言書です。自筆証書遺言は、費用がかからず、自分ひとりで手軽に

作成できるため、数多く利用されています。しかし、文章の加除・変更の方式、署名・

押印の方式に問題がある場合、内容が曖昧・不明確で、解釈に疑義がある場合などは、

遺言の効力が認められないことがあります。また、遺言をする方の自筆ではなく、偽造

されたものであるとして遺言の無効を主張されたり、遺言書が紛失・隠匿されたりとい

うトラブルのおそれもあります。

２ 公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言をする方が法律の専門家である公証人に遺言の内容を伝え、

公正証書という公文書によって遺言書を作成してもらうものです。公正証書遺言は、費

用がかかりますが、公証人が関与して作成されるため、方式の不備、内容の曖昧・不明

確、偽造が問題となることはほとんどありません。また、遺言書が公証役場にも保管さ

れるため、紛失・隠匿のおそれも激減します。

当事務所では、安全・確実という観点から、遺言をのこされる際は、公正証書遺言を利

用されることをお勧めしております。せっかく遺言をのこされる方が将来の相続争いを予

防し、安心して老後を送れるようにと遺言書を作成しても、遺言の効力が認められなかっ

たり、遺言書が紛失・隠匿されたりして、逆に紛争の種を作ってしまっては、非常に残念

なことです。そのため、当事務所では、原則として公正証書遺言をお勧めしているのです。

遺言に関して法律の専門家の意見が聞きたいとお思いの方がいらっしゃいましたら、お

気軽に当事務所にご相談ください。

次回予告！ 次回は相続争いの解決方法についてご紹介させていただく予定です。

相続争いを予防するために遺言を活用しましょう！


